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建設アスベスト被害の早期救済と根絶を求める申し入れ書(案) 

 

 ２０１６年１月２９日、京都地方裁判所は、関西建設アスベスト京都訴訟において、

国と建材企業の責任を認める判決を下しました。 

本判決は、建設アスベスト被害について、東京地裁、福岡地裁、大阪地裁に続き四度
よ た び

国の責

任を認めたものであり、国の責任を認める司法判断の流れは確定しました。 

また、本判決は、初めて、アスベストの危険性を知りながら、警告表示も行わないまま石

綿建材の製造･販売を続けた建材企業の共同不法行為責任を認めました。 

建設アスベスト被害をめぐっては、現在７４０名を越える中皮腫や肺がんなどに罹

患した被害者やその家族が全国３高裁、５地裁で裁判に立ち上がっています。しかし、

すでに多数の被害者が亡くなり、原告らの「いのちあるうちに救済を」の願いは切実

です。 

今回の判決で国と企業の法的責任が一層明確になったことで、建設アスベスト被害

者に対する補償制度創設の必要性はますます強くなっています。 

建設作業者のアスベスト被害は、労災認定だけでも毎年５００件を越えるなど最

大・最悪のアスベスト被害として進行し、今後も石綿建材が使用されている２８０万

棟といわれるビルなどの解体による石綿粉じん飛散による被害発生が危惧されてい

ます。 

私たちは、国に対して、今回の判決に示された加害者としての責任を重く受け止め、

建設アスベスト被害の救済と根絶に向けて以下の施策を実施することを強く要望し

ます。 

 

記 

 

１ 今回の判決を真摯に受け止め、原告ら被害者に謝罪すること。 

２ 政府として、建設アスベスト訴訟の早期解決の決断を行うこと。同時に、建

設アスベスト被害者が早期に全面的に救済されるよう、「建設作業従事者に

かかる石綿被害者補償基金制度（仮称）」を創設すること。 

３ 解体・改修工事等、建設現場でのアスベスト飛散を完全に防止するために万

全の対策を行うこと 

４  そのためにも、原告団・弁護団と面談・協議の場を設けること。 

以上 


